
      

川口市自殺対策推進計画の策定について 

 

１ 計画策定の背景について 

 

○平成２８年の自殺対策基本法の一部改正により地方公共団体が地域自殺対策

計画を策定することが義務付けられた。 

 

参考）自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

  （都道府県自殺対策計画等） 

 第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の

区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」

という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、

当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 

 

○自殺対策は、保健・医療・福祉・教育・労働その他の関連施策との連携によ

り「生きるための包括的な支援」として実施されること。 

 

○計画策定により、地域の実情を勘案した自殺対策の策定・実施を更に推進す

ることにより自殺対策の実行性を一層高めていく 

 

   

２ 策定スケジュール 

 

○自殺総合対策大綱及び埼玉県自殺対策計画を勘案し、平成３０年度に新たに 

川口市自殺対策推進計画を策定する。 

 

○計画については川口市地域保健審議会(部会)の中で策定予定。 

 

○横断的な自殺対策を推進している自殺対策庁内連携会議を活用し、全庁的な 

取組みとして計画を策定する。 
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資料３



【策定スケジュール】 

 

時期 市 検討内容 市民

４月 

市民意識調査の実施

６月 

部会 
(第１回) 

市民意識調査結果の分析 

７月 

８月 

市民意識調査結果に対する意見聴取

● 自殺の現状と課題 

● 基本施策の設定 

● 重点施策の設定 

● 推進体制 

計画素案の完成 
１１月 

１２月 

１月 

～ 

３月 「川口市自殺対策推進計画」作業終了 

パブリックコメントの実施 

必要に応じて計画案の修正 

計画の公表

２月 

～ 

１０月 

５月 

庁内会議 

９月 

庁内会議 

部会 

部会 
(第２回) 

部会 
(第３回) 

計画に対する答申 

４月 
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